
子育て短期支援事業
～一時的に子供の養育が困難になったときに児童福祉施設でお預かりします～
[image: ]　大変だわ！　

✿ショートステイ✿　宿泊を伴った一時預かり　
◎対象者　
市内在住の18歳未満のお子さんの保護者の方が、
次のいずれかに該当する場合
①家庭養育上の理由 疾病、出産、看護、事故、災害、失踪など
②その他の理由　冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事参加など
③身体上または精神上の理由　育児疲れ、育児不安など
◎手続き
利用には、事前に市役所子育て支援課や両支所での申請が必要です。利用は７日以内です。
◎利用施設
	
	施設名称
	住所
電話番号
	備考

	2歳未満
	愛泉乳児園
	加須市土手2－15－57
0480－62－3321
	健康診断書の持参が必須
支払方法：施設へ直接現金払い

	2歳以上
	児童養護施設愛泉寮
	同上
0480－61－0341
	支払方法：施設へ直接現金払い

	
	児童養護施設おお里
	熊谷市中恩田２８９
048－536－5370
	事前見学が必須
支払方法：施設へ直接現金払い

	
	
児童養護施設若竹ホーム
	上尾市小敷谷３３５
048－781－7323
	支払方法：利用後、市から送付される納付書で支払い


◎利用料
	世帯区分
	対象者
	負担額
（１日あたり）

	生活保護世帯等
	２歳未満児
	０円

	
	２歳以上児
	０円

	市民税非課税世帯又は父子家庭若しくは母子家庭
	２歳未満児
	１，１００円

	
	２歳以上児
	１，０００円

	その他の世帯
	２歳未満児
	５，３５０円

	
	２歳以上児
	２，７５０円


（注）ショートステイ・トワイライトステイは、施設での集団生活となるため、
お子さんの健康状態によっては利用できない場合があります。
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